
第２回 建築技術者向け研修会

主催 公益社団法人大分県建築士会
問い合わせ ： 097-532-66０７

「省エネ適判申請の留意事項」

省エネ建築物の普及促進に向けた

次 第

日 時：令和５年1月２０日（金） １３：３0～１６：３0
（開場：1３：０0）

会 場：J:COMホルトホール大分 大会議室（定員１00名）
（大分市金池南1-５-１）

１３：４０～
1５：００

１５：１５～
1５：２５

１５：２５～
1６：１０

講師：有限会社ZO設計室 柿沼整三氏

事務局からのお知らせ

「建築物省エネ法」では、特定建築（現行は、中・大規模（300㎡以上）の非住宅の
新築、増改築)を行う建築主は、省エネルギー基準に適合させ、建築物エネルギー
消費性能適合性判定を受けることが義務付けられています。
登録省エネ判定機関であるセンターから、省エネ適合性判定業務のなかで指摘の
多い項目や内容、判定のポイント（申請をするうえで特に注意する事項）などにつ
いて、説明していただきます。

令和4年度大分県建築物グリーン化促進事業

主宰する建築設備設計事務所は、『環境破壊の一端を担う様な事を少なくする事
と、省資源・省エネルギー・エコロジーを心掛けながら、建築意匠を十分に理解し、
建築家の設計意向を設備設計上から援助する事』を設計信条に、建築と融合した
設備設計を進められています。近作に、「聖林寺 観音堂」（新建築誌11月号）、
「風突のケアハウス」（第２回 日本建築士会連合会 建築作品賞』）があります。
建築設備設計の最新の動向を、ご説明していただきます。

（仮）「中小規模建築物の最新の省エネ事例について」

１６：２５～
16：３0

休 息 （１０分）

1５：００～
1５：１５ 質疑応答 （１５分）

13：３０～
1３：４０

「建築物G化促進事業の推進状況及び本日の研修会について」
（公社）大分県建築士会 建築物グリーン化促進事業推進小委員会 末成委員長

質疑応答 （１５分）

講師：（一財）大分県建築住宅センター 企画住情報課 後藤竜太郎氏

1６：１０～
1６：２５




